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本日の内容

2
２

はじめに

２ キャッシュレス納付について

３ 我が国におけるキャッシュレスの状況

４ 電子申告と電子納税の関連性

５ 国税のキャッシュレス納付の推進

アメリカ・韓国・日本との比較

１ 国税の納付手段の多様化



はじめに
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はじめに
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○国税通則法
（納付の手続）
第三十四条 国税を納付しようとする者は、その税額に相当する⾦銭に納付書（納税告知書の送達を受けた
場合には、納税告知書）を添えて、これを日本銀⾏（国税の収納を⾏う代理店を含む。）又はその国税の
収納を⾏う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳⼊納付に関する法律の
定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署⻑に届け出た場合
に財務省令で定める⽅法により納付することを妨げない。

２ 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところに
より、その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされて
いる国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。

３ 物納の許可があつた国税は、第⼀項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、物納を
することができる。

４ 国税を納付しようとする者でこの法律の施⾏地外の地域に住所又は居所を有するものは、第⼀項の規定
にかかわらず、財務省令で定めるところにより、⾦融機関の営業所、事務所その他これらに類するものを通じて
その税額に相当する⾦銭をその国税の収納を⾏う税務署の職員の預⾦⼝座（国税の納付を受けるために
開設されたものに限る。）に対して払込みをすることにより納付することができる。この場合において、その国税の
納付は、当該国外納付者が当該⾦融機関の国外営業所等を通じて送⾦した日においてされたものとみなして
延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。

※ カッコ書きを⼀部省略

電子納付



１.国税の納付手段の多様化（①振替納税）
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振替納税
（昭和40年７⽉〜）
※申告所得税及び個⼈事業者の消費税のみ利用可能

下図︓国税庁ＨＰ「納税に関する総合案内」



１.国税の納付手段の多様化（①振替納税）
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○国税通則法
（⼝座振替納付に係る通知等）
第３４条の２ 税務署⻑は、預⾦又は貯⾦の払出しとその払
い出した⾦銭による国税の納付をその預⾦⼝座又は貯⾦⼝座
のある⾦融機関に委託して⾏おうとする納税者から、その納付
に必要な事項の当該⾦融機関に対する通知で財務省令で定
めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、
かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められると
きに限り、その依頼を受けることができる。



１.国税の納付手段の多様化（①振替納税）
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○国税通則法基本通達

第34条の2関係 ⼝座振替納付に係る納付書の送付等

納付書の送達依頼の受理等

（受理の基準）
1 法第34条の２第1項の「その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上
有利と認められるとき」とは、納付書の送付の依頼が、おおむね次の国税についてされたものでなく、
かつ、納付書の送付日等について条件を付したものでないときをいうものとする。

(1) 現に滞納（納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係るものを含む。）となっている国税

(2) 期限後申告、修正申告、更正決定等又は納税の告知に係る国税

(3) 継続性のない国税

(4) 国税局の職員が調査することとされている法⼈に係る国税

(5) 確定手続又は納付が、1月を単位としてすべきこととされている国税（所得税法第216条《源泉
徴収に係る所得税の納期の特例》の規定による納期の特例の承認を受けた源泉徴収に係る
所得税を含む。）

相続税等

源泉所得税等



１.国税の納付手段の多様化（②インターネットバンキング等）
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電⼦納税（インターネットバンキングなどを利⽤）
（平成16年６⽉〜）

※全税⽬で利用可能

下図︓国税庁ＨＰ「納税に関する総合案内」



１.国税の納付手段の多様化（③ダイレクト納付）
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ダイレクト納付 （ｅ-Taxを利⽤した⼝座振替）
（平成21年９⽉〜）

※全税⽬で利用可能

下図︓国税庁ＨＰ「納税に関する総合案内」



１.国税の納付手段の多様化（④コンビニ納付）
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コンビニ納付
（バーコード利⽤︓平成20年１⽉〜）

※源泉所得税（⾃主納付分）を除き、全税⽬で利用可能

下図︓国税庁ＨＰ「納税に関する総合案内」 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（QRコード利⽤︓平成31年１⽉〜）



１.国税の納付手段の多様化（⑤クレジットカード納付）
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クレジットカード納付
（平成29年１⽉〜）

下図︓国税庁ＨＰ「納税に関する総合案内」

※全税⽬で利用可能



１.国税の納付手段の多様化（⑤クレジットカード納付）

2
12出典︓国税庁ＨＰ「クレジットカード納付のQ＆A」



１.国税の納付手段の多様化（⑥スマホアプリ納付）
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スマホアプリ納付
（令和４年12⽉〜）

下図︓国税庁ＨＰ「スマホアプリで納税できます︕」

※全税⽬で利用可能
※e-Taxの受信通知からアクセスする場合



１.国税の納付手段の多様化（納付委託制度の創設）
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コンビニ納付

クレジットカード納付

スマホアプリ納付

平成19
税制改正

➤ 納付受託者︓コンビニエンスストア

平成28
税制改正

➤ 納付受託者︓クレジットカード会社

令和３
税制改正

➤ 納付受託者︓スマートフォン決済専用の
Ｗｅｂサイトを運営する会社



１.国税の納付手段の多様化（納税額の実態から⾒た分析︓個⼈）
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⼈員・税額︓国税庁ＨＰ「令和３年分 申告所得税標本調査 －調査結果報告－ 税務統計から⾒た申告所得税の実態
（令和５年２月）」32頁」

クレジットカード納付

利用可能税額＝1,000万円未満
かつ

クレジットカード決済可能額
（⼀般カードで概ね100万円）

概ね９割が利⽤可能

個⼈︓申告所得税
コンビニ納付・スマホアプリ納付

利用可能税額＝30万円以下

概ね７〜８割が利⽤可能



１.国税の納付手段の多様化（納税額の実態から⾒た分析︓法⼈）
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⼈員・税額︓国税庁ＨＰ「令和３年度分 会社標本調査 －調査結果報告－ 税務統計から⾒た法⼈企業の実態
（令和５年３月）」28-29頁」

クレジットカード納付

利用可能税額＝1,000万円未満
かつ

カード決済可能額
（⼀般カードで概ね100万円）

概ね７割が利⽤可能

法⼈︓法⼈税
コンビニ納付・スマホアプリ納付

利用可能税額＝30万円以下

一部の法⼈のみが利⽤可能



２.キャッシュレス納付について（キャッシュレス納付とは）
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振替納税１

キャッシュレス納付

インターネットバンキング等２

ダイレクト納付３

クレジットカード納付４

スマホアプリ納付５

キャッシュレス納付以外

金融機関窓口

税務署窓口

１

２

コンビニ納付３



２.キャッシュレス納付について（キャッシュレス納付割合）

2
18件数・割合︓国税庁ＨＰ「令和３年度におけるｅ-Taxの利用状況等について（令和４年８月）」

国税の納付件数（手段別内訳︓令和３年度）

キャッシュレス納付割合（32.2%）

コンビニ納付　247万件（5.2%）
税務署窓⼝　103万件（2.1%） クレジットカード納付　72万件（1.5%）

ダイレクト納付　263万件（5.5%）

⾦融機関窓⼝ 2,902万件（60.5%）

振替納税 インターネットBK
606万件 602万件

（12.6%） （12.6%）

キャッシュレス納付以外（67.8%） キャッシュレス納付（32.2%）

キャッシュレス納付割合＝
振替納税＋インターネットバンキング＋ダイレクト納付＋クレジットカード納付

全納付件数

キャッシュレス納付割合の算出方法



２.キャッシュレス納付について（キャッシュレス納付割合の推移）
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0.5% 0.7% 1.0% 1.5%
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40.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度

スマホアプリ納付 クレジットカード納付 ダイレクト納付

インターネットバンキング 振替納税 計

目標値
令和７年度末までに40%

割合︓国税庁ＨＰ「令和３年度におけるｅ-Taxの利用状況等について（令和４年８月）」



２.キャッシュレス納付について（基本計画①）

2
20出典︓財務省ＨＰ「オンライン利用率引上げに係る基本計画」



２.キャッシュレス納付について（基本計画②）

2
21出典︓財務省ＨＰ「オンライン利用率引上げに係る基本計画」



２.キャッシュレス納付について（参考︓デジタル納付との違い）

2
デジタル納付の区分︓デジタル庁ＨＰ「令和４年10月18日『情報通信技術を利用する⽅法による国の歳⼊等の納付に

関する法律についてのガイドライン』」 22

.令和４年11月１日「キャッシュレス法※」施⾏

※情報通信技術を利用する⽅法による国の歳⼊等の納付に関する法律（令和４年法律第39号）

これらを活用した納付

振替納税

デジタル納付

インターネットバンキング１

電子マネー３

クレジットカード２

二次元コード４

コンビニ決済５

その他の情報通信技術６ 窓口納付

デジタル庁作成ガイドラインにおけるデジタル納付



２.キャッシュレス納付について（参考︓デジタル庁が掲げる問題点）

2
出典︓デジタル庁ＨＰ「令和４年10月18日『情報通信技術を利用する⽅法による国の歳⼊等の納付に 関する法律についての

ガイドライン』」 23

① 国の歳⼊等の納付に際しクレジットカード決済等を⾏う場合、納付義務者がクレジットカー
ド事業者等（クレジットカード事業者、電子マネー事業者、二次元コード事業者、コンビニエ
ンスストア、決済代⾏事業者等）に納付委託を⾏った後、実際に当該クレジット会社等から国
に当該歳⼊等の納付が⾏われるまで⼀定の期間を要することとなるが、国の収⼊は、「現⾦の収
納」をいうこととされ（財政法第２条）、会計認識基準について現⾦主義を採用しているため、
納付義務者としては委託時点でなすべきことをなし終えていると評価し得るにもかかわらず、
現⾦が国庫に納付されるまでの⼀定期間、未納付の状態に置かれ、期限までに納付しなかった
との評価を受ける等のリスクを抱えることになる。

② 納付を委託されるクレジットカード事業者等の⽀払能⼒等の適格性が必ずしも担保されてお
らず、国の歳⼊が確保されないおそれがある。

③ 国の歳⼊等の納付委託を受けたクレジットカード事業者等が当該納付を怠った場合における
納付義務者の納付義務の存否や、クレジットカード事業者等による納付が遅延した場合の徴収
手続等が不明確となっている。

クレジットカード決済等による納付を⾏う場合の問題点



２.キャッシュレス納付について（参考︓デジタル庁の指摘）
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【デジタル庁の指摘】
これらの問題点を解消するための特別な規定を個別法上に置いているものもあるが、
他の多くの歳⼊等については、法律上、納付義務者本⼈が納付することが前提とさ
れている⼀⽅、これらの問題点に対処するための特別な法律上の規定を置いていな
い。

【国税の場合（国税通則法令の規定あり）】
国税通則法は、⾏政法の⼀分野である租税⾏政法における通則的法律であるの
みならず、更にこの法律の規定が租税以外の公課の徴収について準用されている⾯
もあって、公法上の⾦銭債務に関する部分的な⾏政通則法たる性質をもっているの
であり、また、国税通則法の規定の⼀部が準用される公課も多数あって、公課徴収
の基本法規たる地位を占めている。



３.我が国におけるキャッシュレスの状況（キャッシュレス決済⽐率の推移）

2
出典︓経済産業省ＨＰ「2022年のキャッシュレス決済比率を算出しました」 25

.我が国のキャッシュレス決済額及び比率の推移（2022年）



３.我が国におけるキャッシュレスの状況（キャッシュレス決済⽐率の内訳）

2
出典︓経済産業省ＨＰ「2022年のキャッシュレス決済比率を算出しました」 26

キャッシュレス決済額及び比率の内訳の推移

出典
※1︓（⼀社）日本クレジット協会調査（注）2012年までは加盟クレジット会社へのアンケート調査結果を基にした推計値、2013年以降は指定信用情報機関に登録されている実数値を使用
※2︓日本デビットカード推進協議会(〜2015年)、 2016年以降は日本銀⾏「決済システムレポート」・「決済動向」
※3︓日本銀⾏「決済動向」
※4︓（⼀社）キャッシュレス推進協議会「コード決済利用動向調査」
※5︓内閣府「国⺠経済計算」（名⽬）



３.我が国におけるキャッシュレスの状況（⼝座振込／振替を含めると）

2
出典︓経済産業省ホームページ「2023年３月『キャッシュレスの将来像に関する検討会』

別冊『消費者実態調査の分析結果』」 27

全国の18-79歳の消費者を対象にWeb調査を実施（令和4年11月19日〜11月20日実施、n=4,800)



３.我が国におけるキャッシュレスの状況（キャッシュレス納付割合との⽐較）
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キャッシュレス納付割合
32.2%

（振替納税を含める）

キャッシュレス決済割合（実態調査）
47%

（⼝座振替を含めない）



３.我が国におけるキャッシュレスの状況（キャッシュレス推進の意義）

2
出典︓経済産業省ＨＰ「令和５年３月『キャッシュレスの将来像に関する検討会 とりまとめ』」 29



３.我が国におけるキャッシュレスの状況（諸外国との⽐較）

2
出典︓⼀般社団法⼈キャッシュレス推進協議会HP「2023年８月『キャッシュレス・ロードマップ2023』」 30



４.電⼦申告と電⼦納税の関連性（アメリカ）

2
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アメリカアメリカ
電子申告を1986（昭和61）年、世界に先駆けて導⼊

電子利用率

出典
※１︓内国歳⼊庁（IRS）Webサイト
　　　　　「Table 3. Number of Returns and Other Forms Filed, by Type and State, Fiscal Year 2021」
　　　　　「Table 4. Number of Returns and Other Forms Filed Electronically, by Type and State, Fiscal Year 2021」

※２︓内閣府HP「税制調査会平成29年６月19日『政府税制調査会海外調査報告（アメリカ、カナダ）』」

申告（※１） 納税（※２）
法⼈

個⼈

71.0%

90.0%
約70.0%



４.電⼦申告と電⼦納税の関連性（参考︓アメリカにおける納付手続）

2
出典︓内国歳⼊庁（IRS ︓Internal Revenue Service ）Webサイト 32

IRS ほとんどの納税者にとって最も簡単かつ安全な⽀払⽅法は、電子的に⽀払うこと

○ ⾦融機関からの即日送⾦
➤ 納付書（Same-Day Taxpayer Worksheet）をIRSサイトからダウンロード

○ 電子資⾦の引き出し（EFW︓Electronic Funds Withdrawal）
➤ 日本のダイレクト納付と類似

○ 電子連邦納税システム（EFTPS︓Electronic Federal Tax Payment System）
➤ 国税のe-Taxシステムと類似

○ 電子納税
➤ デビットカード、クレジットカード、デジタルウォレット

○ Direct Pay
➤ オンラインでの納付を可能とするアプリケーション

○ IRS2Go
➤ IRSの公式モバイルアプリ



４.電⼦申告と電⼦納税の関連性（韓国）
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アメリカ韓国
電子申告利用率が約100%

電子利用率 税務代理⼈の
電子申告割合

（※３）

※３︓韓国統計情報サービス（KOSIS）Webサイト
　　　　　「15.3.1 主要細⽬電子届出現況[2005〜]」2021

出典

※１︓韓国統計情報サービス（KOSIS）Webサイト
　　　　　「15.3.1 主要細⽬電子届出現況[2005〜]」2021

※２︓⼀般社団法⼈全国銀⾏協会ＨＰ「2019年３月14日『税・公⾦収納・⽀払の効率化等に関する勉強会　調査レポート』」

97.0%

34.8%

納税（※２）

98.6%

91.0%

申告（※１）

法⼈ 99.6%

個⼈ 99.3%



４.電⼦申告と電⼦納税の関連性（日本）
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アメリカ日本
電子申告利用率と電子納税利用率に相当な開き

※２︓国税庁e-Taxホームページ
　　　　　「『令和３年度におけるe-Taxの利用状況等について（令和４年８月）』参考２『納付手段別納付件数（平成30〜令和３年度）』」

※３︓財務省ホームページ
　　　　　「令和３事務年度 国税庁実績評価書（令和４年10月）」
　　　　法⼈については、同評価書158頁「税理⼠関与割合（令和３年度）」
　　　　個⼈については、同評価書44頁「所得税（及び復興特別所得税）の確定申告書のe-Taxによる送信⽅式別提出⼈員（令和３年分）」の
　　　　e-Tax利用⼈員（13,329千⼈）に占める税理⼠による代理送信（4,805千⼈）の割合としている。

32.2%
個⼈ 59.2% 36.0%

出典

※１︓国税庁e-Taxホームページ
　　　　　「令和３年度におけるe-Taxの利用状況等について（令和４年８月）」

電子利用率 税務代理⼈の
電子申告割合

（※３）申告（※１） 納税（※２）

法⼈ 87.9% 89.5%



４.電⼦申告と電⼦納税の関連性（まとめ）
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アメリカ・韓国

申告 納税

日本
申告 納税



５.国税のキャッシュレス納付の推進（窓⼝納付の概況）

2
出典︓内閣府ＨＰ「税制調査会令和元年８月21日『納税環境整備に関する専門家会合（第４回）』

国税庁説明資料『納税実務等を巡る近年の環境変化への対応について』」 36



５.国税のキャッシュレス納付の推進（アンケート調査）

2
アンケート調査︓⼀般社団法⼈全国銀⾏協会ＨＰ「2019年３月14日『税・公⾦収納・⽀払の効率化等に関する勉強会

調査レポート』」 37

電子納付を選択する理由と選択しない理由

家やオフィス等から移動する必要がない 窓⼝で待たなくてよい

手続にかかる時間が短い

電⼦納付を選択する理由（法⼈）

紙の領収証書がほしい その場で指摘・訂正してもらえない

確実に納付したという実感を得られない セキュリ ティに不安がある

電⼦納付を選択しない理由（法⼈）



５.国税のキャッシュレス納付の推進（インタビュー調査①）

2
インタビュー調査︓⼀般社団法⼈全国銀⾏協会ＨＰ「2019年３月14日『税・公⾦収納・⽀払の効率化等に関する勉強会

調査レポート』」 38

電子納付を選択しなかった理由
（納付⽅法を検討しなかった法⼈）

いつも窓⼝で納付しているので今回もそうした

納付書が紙で届いたので何となく窓⼝に持って⾏った

習慣的に紙で納付



５.国税のキャッシュレス納付の推進（インタビュー調査②）

2
出典︓⼀般社団法⼈全国銀⾏協会ＨＰ「2019年３月14日『税・公⾦収納・⽀払の効率化等に関する勉強会 調査レポート』」 39

電子納付を選択しなかった理由
（納付⽅法を検討した法⼈）

紙の領収証書を保管することが社内で規定化されているが、
電子納付では領収証書が受け取れない

更問
後日、実際に領収証書が必要になったことは︖

必要になったことはない

イ ンターネットバンキングの履歴を印刷することでも代替可能



５.国税のキャッシュレス納付の推進（代理納付の実情①）
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申告は電子で提出
しておきます

納付はご⾃身で
お願いします

税理⼠さん



５.国税のキャッシュレス納付の推進（代理納付の実情②）
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法⼈は利用不可振替納税

インターネットバンキング等 ログイン用のID・PWが必要

クレジットカード納付 カード番号等が必要

スマホアプリ納付 スマホが必要

税理⼠さんによる代理納付（キャッシュレス納付）の弊害



５.国税のキャッシュレス納付の推進（代理納付の実情③）

2
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ダイレクト納付残るキャッシュレス納付手段は

現⾦管理のリスク

紙の領収証書⇒通帳で確認⇒実感

ＰＣ操作が⾯倒・不慣れ



５.国税のキャッシュレス納付の推進（ダイレクト納付の利便性向上①）
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ダイレクト納付令和５年度 税制改正

改正前
税理⼠さん e-Tax

申告

⾦融機関

納付指図 法⼈の経理担当者さん

引落し日の調整



５.国税のキャッシュレス納付の推進（ダイレクト納付の利便性向上②）

2
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【改正概要】
電子申告（期限内申告に限る。）と併せてダイレクト納付の意思表⽰を⾏うことで、各申告手続の法

定納期限に⾃動的に⼝座引落しを実施する。当該⼿続が法定納期限に⾏われた場合は、その翌⽇に
⾃動的に⼝座引落しを⾏うこととするとともに、その納付については期限内の収納として取り扱う。

改正後
e-Tax

申告
⾦融機関

引落し依頼

電子申告後に、法定納期限（又は翌日）に⾃動的に⼝座引落しされる旨を連絡

e-Tax
納付指図

データ保持

税理⼠さん

法⼈の経理担当者さん



５.国税のキャッシュレス納付の推進（ダイレクト納付のメリット）
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ダイレクト納付

対象税目が限定されない 法⼈OK︕

インターネットバンキング不要 手数料不要

毎⽉の源泉所得税 うっかり未納なし

複数⼝座OK︕ 源泉税・法⼈税別々の利⽤等

納付日指定OK︕ 計画的な資⾦決済



５.国税のキャッシュレス納付の推進（ダイレクト納付の課題①）
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ダイレクト納付開始⼿続の一本化
現状 同じ「ダイレクト納付利用届出書」なのに

国税 地方税
国税ダイレクト方式電子納税依頼書
兼国税ダイレクト方式電子納税届出書 地方税ダイレクト納付⼝座振替依頼書

【個⼈】書⾯又はオンライン提出OK
【法⼈】書⾯提出（限定）

【個⼈・法⼈】
書⾯を⾦融機関へ郵送（限定）



５.国税のキャッシュレス納付の推進（ダイレクト納付の課題②）

2
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ダイレクト納付開始⼿続の一本化

書面規制、押印、対面規制の⾒直し

国税・地方税ともにオンライン提出を可能とする

最近の
動き

令和２年７月２日第８回規制改⾰推進会議

必要な
取組

それに
は 国と地方との連携 ⾦融機関の協⼒



５.国税のキャッシュレス納付の推進（ダイレクト納付の課題③）

2
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インセンティブ付与
現状 振替納税 ダイレクト納付

⼀度手続すれば
以降は継続

納期限の約１か月
後が振替日

（確定申告分）

利便性 高 低
申告等の都度

意思表⽰

インセンティブ 有
納期限（又は翌
日）が引落し日

無



５.国税のキャッシュレス納付の推進（ダイレクト納付の課題④）
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インセンティブ付与

ダイレクト納付のインセンティブ付与は、技術的には可能
問題点

ダイレクト納付利用届出書（依頼書）が書⾯により提出されれば、
税務署及び⾦融機関の事務負担（※）が増加
※「依頼書」のシステム⼊⼒、「依頼書」写しの作成・保管、「依頼書」（正本）
の⾦融機関への送付など。

しかし、ダイレクト納付の利用推進は必要

何らかのインセンティブ付与が必要か︖



５.国税のキャッシュレス納付の推進（今後の展望）
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ビジネスプロセス全体の
デジタル化

インボ
イス制

度

証券電
子化

中小企
業共通
EDI

法⼈企業

電子申告・納税の推進

納税環
境整備

国・地
方の連

携

利用勧
奨・広

報

国税・地⽅税

キャッシュレス納付

納税者利便の向上・事務の効率化



５.国税のキャッシュレス納付の推進（デジタルにより目指す社会の姿）

2

デジタル社会の実現に向けた重点計画
（令和５年６月９日閣議決定）

51出典︓デジタル庁ＨＰ「デジタル社会の実現に向けた重点計画」



５.国税のキャッシュレス納付の推進（キャッシュレスの普及に係る方向性）
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我が国が抱える課題
少⼦高齢化 地域の⼈⼝減少

社会のデジタル化・効率化

課題解決のためには
生産性向上
労働⼒確保

結果として

国⺠一⼈ひとりのニーズやライフスタイルに合った
サービスが提供される

豊かな社会、継続的に⼒強く成⻑する社会の実現



結び

2
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（平成６年12月25日閣議決定）
行政情報化推進基本計画 電⼦政府

•⼝座振替／クレジットカードの普及社会の決済方法の変化

• インターネットの普及情報通信技術の発達

• QRコードの普及技術革新

• スマートフォンの利⽤拡⼤ライフスタイルの変化

国税の納付手段の多様化・キャッシュレス納付の後押し



結び
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•納税者の利便性の向上
•⾦融機関や税務署の事務の効率化

キャッシュレス
納付の推進

•申告から納税がシームレスで完結
•簡便 かつ 分かりやすい⽤語

e-Taxの更なる

利便性の向上

•納付書の在り方
•窓⼝納付に係る手数料の在り方

今後の課題



結び
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• 労働基準法の改正省令を公布
• 令和５年4月から施⾏給与デジタル払い

• CBDC︓Central Bank 
Digital Currency

• 令和５年度からパイロット実験に
移⾏

中央銀⾏デジタル
通貨



2
56

ご清聴ありがとうございました


